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第144回議会臨時会（令和８年２月３日）において、大庭園の耐震補強・改修工事の予算を否決
しました。浜坂園における仮設園舎建設は完了するため、令和８年度は予定通り浜坂園など
町内こども園に通えるものの、令和９年度以降の目処が立たなくなりました。

大庭園改修の事業凍結

特集
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これまでの経過

今臨時会における当局の提案内容
提案主旨 児童の安全確保、職員の労働環境改善のた

めの大庭園の耐震補強・改修工事

提案予算
工事費３億8,900 万円（債務負担行為）
ただし、緊急防災・減災事業債活用で後年度の
償還額に対し、７割相当は地方交付税措置

執行・契
約済み整
備費用　

大庭園舎の基本計画・設計等
　　　　　　　　　　　　約2,270 万円
仮設園舎の設計・工事費
　　　　　　　　　　　　約3,100 万円
ただし、緊急防災・減災事業債活用で後年度の
償還額に対し、７割相当は地方交付税措置

提案スケ
ジュール

令和８年３月　工事入札
令和８年４月　大庭園休園、仮設園舎使用
　　　　　　　本体工事（翌年１月末まで）
令和８年11月　外構工事（翌年２月末まで）
令和９年４月　大庭園再開
　　　　　　　仮設園舎解体（６月末まで）

将来像
令和９年度に「望ましい教育環境整備検討
委員会」でこども園含む教育施設の整備計
画を策定する予定

●　昭和49年（1974）

大庭園建築（現在、築52年）
●　平成31年３月（2019）

耐震診断の結果、耐震力不足と判定
この間、当局は浜坂園の整備に係る協議を進めて
おり、大庭園整備に関する議案はありません

●　令和５年３月（2023）

浜坂・大庭園両園の改修設計予算
（両園とも改修し、十数年程度２園存続させる案）
 否決（減額修正案可決）

【議員発議】浜坂地域の町立認定こども園の整備
に対する決議
（こども園のあり方の早急な再検討や子どもの安
全を最優先とする旨）　可決

●　令和５年12月
大庭園の耐震補強・改修等基本計画業務委託費予
算　可決

現在の大庭園平面図

改修後の大庭園平面図

●　令和６年６月（2024）

大庭園の耐震補強・改修等設計費予算
（大庭園園舎の設計費。山村広場内建設の仮設園
舎設計は所管課対応）　可決

●　令和７年３月（2025）

大庭園の耐震補強・改修等設計費予算の繰越明許
（大庭園園舎の設計は完了済みだが、工事費高騰
や設計外部委託の新たな必要性等の説明あり）
 否決（減額修正案可決）

●　令和７年６月
浜坂園内建設の仮設園舎の設計費予算　可決

●　令和７年９月
仮設園舎の工事費予算　可決

●　令和７年 12 月
大庭園早期整備の請願　可決

●　令和８年２月（2026）（今臨時会）
大庭園の耐震補強・改修等工事費予算
 否決（減額修正案可決）

整備予算
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何を基本に人数策定をしているか。

浜坂東、浜坂南小学校区で数年は10人規模
の人数が維持できる見通しである。

今回の改修が完了しても大庭園に戻らないと
いう保護者の声を把握しているか。
数は把握していないが、こども園に校区はな
いため、それがあっても不思議ではない。
将来展望がない大庭園の耐震改修ではないか。
これだけのお金をかけて何年使うのか。
将来展望については、今後の２年間で協議し
ていく。令和９年度には整備計画を出したい。
教育長は８、９年度に検討すると示している
が、町長は了解しているか。
こども園、小学校統合の問題は、地域の声、
住民との話し合いが大前提である。子どもの

数は減っているが、論議はあり方検討委員会で方向
性を出していく。

前教育長による「こども園としての利用は 6
年程度」という発言について、町長はどのよ

うな認識か。
前教育長は将来的に統合との思いがあったと
思う。地域がそのように考えるのであれば必

然的に可能性は強いと思う。

予算が認められなければ、多方面に影響があ
ると思うが、どのような影響があるか。
工事が進められないことを想定した影響はた
くさんある。

【保護者】この事業について二度目の方針変更になり
保護者の方を振り回すことになる。大庭園の耐震化
を期待して、令和８年度に浜坂園に通うことをご理
解いただいている保護者の皆さんの期待を裏切るこ
とになる。大庭園の耐震補強ができないままでは、
仮設園舎解体後は浜坂園の入園をお断りする方がで
てくる可能性がある。新年度に入ってからの契約事
務では、タイトな工事日程になることや、最悪、令
和９年４月の大庭園の再開に間に合わない事態にな
るため保護者、園児に迷惑をかける。
【施設】仮設園舎については耐震改修工事終了まで必
要ということで県の許可を受けている。その後は、
解体を行う必要がある。
【予算】本事業に 5,300 万円以上の経費を執行・契
約済みだが、本工事を実施できなければ、地方債を
活用できず全額町負担となる。また、今後の事業効
果も無くなり経費が無駄となる。
【職員】労働環境の改善もできなくなる。

大庭園は過去に被災しているが、その対策は
されているか。
平成２年９月の災害については大庭園だけで
はなく、その周辺の二日市から福富、浜坂病

院も浸水した。その根本的な所の河川改修があった。

　　　　　　河越 忠志 議員
大庭園の現在の整備計画に反対する理由は、①新築
整備する浜坂園を大庭地域も対象とした全町的に最
も望ましい機能を有する園として整備するための議
論の妨げになること。②令和８年度より、大庭園に
通ってきた児童と職員が地震による危険性から解放
されること。③今回の大庭園の増築大規模耐震改修
工事は、費用対効果が低過ぎること。

耐震補強改修の早期整備の請願は民生教育常
任委員会及び本会議において全会一致で採択

されているが、どのように考えているか。
整合性を持った形での大庭園の整備について
は望まれた範囲で進めてもいいと賛成した。
保護者、地域の方たちの想いが一番ではない
のか。現実、現状を見極めた上での議論すべき。
このままいけば新たな園の妨げになることが
大きな理由だ。大庭園が最終的に統合園にな

る条件を備えていればもっと費用をかけて整備すれ
ばいい。

今回の修正動議はかなり事業が進んでからの
動議であり、これまでとかなり違う。どのよ

うに考えているのか。
浜坂園は少し窮屈かもしれないが定員の中で
やっていただける。その中で統合園としての

整備を推進すべきと考える。
発議者は事業を止める気はないと言われてき
たが、来年度予算が出てきたらどうするのか。
新年度予算にそのまま計上された場合は反対
の立場をとる。
議員としての議会・議決の連続性の認識を問
う。

私の中での連続性は常にある。

修正動議

将来展望 災害対策

発議者

全額減額修正する修正案

事業凍結の影響
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教育長
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課長
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　　　　　　　　　浜田　直子 議員
保護者の気持ちに寄り添うべき。保護者、地域の請
願など安全安心の園舎早期整備を強く求められてい
る。そのような不安、心配を解消することにより、
子育て支援、移住につながる。統廃合は今の問題で
はない。経済論ではなく子どもの命、職員を大切に
すべき。
　　　　　　　　　森田　善幸 議員
この修正案は、事業がかなり進んでいる課程で、ス
トップさせるものであり、園児、保護者、保育士、
町財政、県との信頼関係等を考慮しているのか疑問
だ。まして請願は全員賛成なので理解できない。今
後有利な起債にも影響する恐れもあり、修正案に反
対する。

　　　　　　　　　　澤田　俊之 議員
将来的に財政不安がある中、浜坂地域の０歳児の受
入強化や「こども誰でも通園制度」の未計画など、
保育サービスの向上が見込まれない本工事は中止し、
一刻も早く２園を統合すべきである。当局が将来展
望を示せないのであれば、議会、議員が示すべきで
ある。

採決結果　修正案可決

確定していることとしては、令和８年度に大庭園を
休園し、児童は大庭園以外の希望園へ通園すること
である。
今後の整備方針は不透明であり、議員それぞれの望
む方向性は示されているものの、方向性の決定は当
局の判断を待つ状況にある。

原案賛成討論

原案賛成討論

修正案賛成討論討論

今後の方向性

賛否の主な意見
原案賛成意見 修正案賛成意見

安全性 ・即座に対応が必要 ・休園により危険を逃れた
・耐震以外の安全性は向上しない

財政・コスト ・教育、安全面で財政を優先すべきでない・執行契約済み費用の負担がある ・将来を見込んだ計画が必要

保護者の声
・これまでの説明どおり、令和９年度に再開してほしい
・２園存続してほしい
・統合の議論は今の問題ではない

・改修されても大庭園に戻らない
・統合してほしい
・人口減少社会に見合っていない整備だ

町政運営
・ここまで進んだ事業を止めることは良くない
・請願を全会一致採択した
・１年間休園という約束を裏切ることになる

・請願の内容の解釈に相違あり
・保育士確保が厳しい状況にある

将来像 ・２園存続すべき
・再開後、数年後に統合すべき ・統合園整備を急ぐべき

令和８年　第 144 回新温泉町議会臨時会の議決結果
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令和７年度新温泉町一般会計補正予算
（第９号）について ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ × ○ ○ - 12 1 修正

可決

修正動議　全額減額修正する修正案 × ○ ○ × × ○ ○ × ×○ × ○ ○ - 7 6 修正案
可決

○…賛成　×…反対　欠…欠席　退…退席
議長は採決に加わりませんので、「ー」で表示しています。賛成と反対が同数の場合は、議長が決します。

議案一覧は町のホームページに
掲載しております。


